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お客様各位 

 

横浜市国保の重度障害者医療費援助事業に関する入力 

及び国保＋結核、精神の負担割に関する環境設定確認のご案内 
 

拝啓 貴局ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素より弊社製品をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。 

さてこの度、横浜市の通達により、平成 17年 10月より重度障害者１０割給付制度を廃止し、横浜市重
度障害者医療費援助事業により医療費助成を行うことに変更となります。下記入力方法に沿って請求し

ていただきます様お願い致します。また、平成 17年 10月より「結核・精神医療附加金」が廃止されま
す。それに伴ない、各市町村に改めて助成の有無を確認致しました。次頁の手順に沿って環境画面の確

認、及び変更を行っていただきます様お願い致します。 
今後ともご高配のほど、よろしくお願い致します。 

 敬具 

横浜市国保の重度障害者医療費援助事業に関する入力について 

入力方法】 下記入力例をご参照ください。 

      既存の患者様に関しましては１０月より必ず保険の追加登録をお願い致します。 

請求方法】 社会保険の場合、複写レセプト（Ｎｏ．２）にて国保に請求、障害用請求書に記載します。 

国民健康保険の場合、横浜市国保と重度障害の併用扱いのレセプトとなります。 

特記事項に「80 障」の記載は必要ありません。 

  

入力例（神奈川区の入力例です） 

・ 社保／国保の患者様共通です。 
・ 主保険に保険者番号、副保険①に平成１７年１０月から支給される障害番号を入力します。 

副保険の「種類」の項目は「福祉」となります。 
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国保＋結核、精神の負担割に関する環境設定確認について 
 
◎ 貴局所在地に合わせ、負担割の初期値を設定します。割合が異なる場合には、手修正していただき

ますよう、宜しくお願い致します。既存の患者様に関しましては１０月より保険の追加登録をお願い致

します。 

 

ＲＥＣＥＰＴＹ環境設定確認 複数端末をご使用のお客様はUSER1（親機）のみ作業を行って下さい。 

１． メインメニューより[補助作業（O）]⇒環境設定⇒システム環境⇒自動化設定の順に選択します。 

２． 画面下部の「結核負担割設定」「精神負担割設定」を確認してください。 

３．国保併用の負担割を下記に順じて確認してください。 

４．負担割を変更しましたら、F８登録を押してください。 

５．「環境設定の内容を保存しました。Recepty を一度終了し、再度Recepty を起動してください。」のメ

ッセージが表示されますので、Recepty を再起動して下さい。 

 
《Receptyの環境画面》 

 
 
 
平成１７年１０月より 
国保＋結核・精神が０％（患者負担なし）の市町村・国保組合 

川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・相模原市・三浦市・秦野市・厚

木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市・葉山市・二宮市・箱根町・全国土木 

 

国保＋結核・精神が５％（患者負担あり）の市町村・国保組合 

横浜市・寒川町・大磯町・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・真鶴町・湯河原町・愛川町・清川村・

城山町・津久井町・相模湖町・藤野町・神奈川医師国保・神奈川歯科医師国保・神奈川食品衛生国保・神奈川

薬剤師国保・神奈川建設業国保・神奈川建設連合国保・全国建設工事業国保 

 

神奈川医師国保（143016）、神奈川薬剤師国保（143040）、神奈川建設業国保（143057）の負担割合変更に 

関しては、９月末のバージョンアップのマニュアルに手順が記載されておりますので、メインメニュー 

 ⇒ヘルプのマニュアルをご確認ください。                          

 

 以上     

 


